
岩手県高速道路交通安全協議会会則 

 

第１章 総    則 

（名称） 

第１条 本会は、「岩手県高速道路交通安全協議会」と称する。 

（目的） 

第２条 本会は、交通安全啓蒙活動を通じて高速道路における交通事故防止、及びその他

交通安全と円滑に寄与することを目的とする。 

 

第２章 事    業 

（事業） 

第３条 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行うものとする。 

（１）高速道路の交通安全に関する研修、講習会の開催 

（２）高速道路の交通安全に関する各種広報 

（３）高速道路の交通安全に関する各種調査、公聴 

（４）高速道路の交通安全に関する功労者等の表彰 

（５）その他本会の目的を達成するために必要な活動 

 

第３章 会    員 

（会員） 

第４条 本会は、第２条の目的に賛同する次の者で構成する。 

（１）一般会員 

高速道路を利用し、又は関係を有する県内の事業所、団体又は個人 

（２）賛助会員 

本会の事業に賛同する事業所、団体 

（入会） 

第５条 本会の加入については、別に定める申込書を提出し、会長の承認を得るものとす

る。 

（退会） 

第６条  会員が退会しようとするときは、別に定める退会届を会長に提出しなければな

らない。 

   ２ 理由なく会費の納入がない場合は、退会したものとみなす。 

 

 

 



第４章 役    員 

（役員） 

第７条 本会に次の役員を置くものとする。 

      会 長  １ 名 

      副会長  若干名 

      理 事  若干名 

      監 事  ２ 名 

（役員の選任） 

第８条 理事及び監事は総会において会員の中から選出するものとする。 

   ２ 会長及び副会長は、理事会において互選するものとする。 

（顧問） 

第９条 本会に参与、顧問を若干名置くことができる。 

   ２ 会長は、理事会に諮り学識、経験のあるものを参与、顧問に委嘱することがで

きる。 

   ３ 参与は、会長の諮問に応ずるほか会議において出席して意見を述べることがで

きる。 

（任務） 

第１０条 会長は、本会を代表し会務を総括する。 

   ２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。 

   ３ 理事は、理事会を構成し、その議決に基づき会務を執行する。 

   ４ 監事は会務及び会計を監査する。 

（任期） 

第１１条 役員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。 

   ２ 補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（辞任） 

第１２条 役員は、その職務の遂行に支障ある理由が生じた場合は理事会の承認を得て辞

任することができる。 

 

第５章 会    議 

（会議の種別） 

第１３条 会議は、理事会及び総会とする。 

   ２ 総会は、通常総会及び臨時総会とする。ただし、必要あるときは、理事会をも

って総会に代えることができる。 

 

 



（審議事項） 

第１４条 理事会は、次の事項を議決する。 

（１）総会に付議すべき事項 

（２）第３条に関する事項 

（３）その他会長において必要と認める事項。 

２ 総会は、次の事項を議決するものとする。 

（１）役員の選任 

（２）事業計画及び事業報告 

（３）予算及び決算 

（４）会則の改正 

（５）その他会長において必要と認める事項 

（開催） 

第１５条 通常総会は、毎年１回開催するものとする。 

   ２ 理事会及び臨時総会は、会長が必要と認めたとき開催する。 

（召集及び議長） 

第１６条 会議は、会長が召集する。 

   ２ 会議の議長は、会長があたる。 

     なお、議長に事故あるときは、副会長が互選によりこれにあたる。 

（議決） 

第１７条 会議の議決は、出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長の決する

ところによる。 

 

第６章 会    計 

（会費） 

第１８条 会員は、別に定めるところにより会費を納入するものとする。 

   ２ 会員は、既納の会費の返還を求めることができない。 

（資産） 

第１９条 本会の資産は、次の各号に掲げるものとする。 

（１）会費 

（２）寄付金品 

（３）資産から生じる収益 

（４）その他収入 

（経費の支弁） 

第２０条 本会の経費は、資産を持って支弁するものとする。 

 



（会計年度） 

第２１条 本会の会計年度は、毎年４月１日から翌年３月３１日までとする。 

 

第７章 雑    則 

（事務局） 

第２２条 本会の事務局は、会長が委嘱する事業所又は団体内に置くものとする。 

 

（委任） 

第２３条 本会則に定めるもののほか、本会の運営について必要な事項は理事会において

定めるところによる。 

（会則の改正） 

第２４条 本会則の改正は、総会において出席者の過半数の同意を必要とするものとする。 

 

  附   則 

（施行期日） 

１ 本会則は、昭和５８年７月４日から施行する。 

２ 昭和５８年度の会計年度は、本則第２１条の規定にかかわらず、昭和５８年７月４日

から昭和５９年３月３１日までとする。 

３ 設立総会において選任された役員の任期は、本則第１１条１項の規定にかかわらず、

昭和６０年度通常総会の日までとする。 

  附   則 

１ この会則は、平成８年７月１０日から施行する。 




